
災害への備えについて

令和８年３月１９日
苫小牧市危機管理室

防災講話
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本日の内容
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1 津波予報について
2 防災情報の入手方法について
3 災害への備えについて
・避難行動要支援者
・避難確保計画（参考）

4 まとめ

防災講話
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津波予報について

防災講話



日ごろから避難が必要なのか、避難エリアの確認、移動時
間や集合場所、家庭内備蓄など、備えておきましょう!!

〈見えた課題～避難の自己判断基準は?〉
 ハザードマップは最大規模を想定
 避難に必要な知識・予報ごとの避難エリアは?

テレビでは一番危険な
エリアの報道がされ、
避難指示エリアが示さ
れていない

防災講話
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不安



防災講話
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防災講話
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観測地点は全部で６か所

防災講話

〈津波予報の的中精度と地域の実態との乖離〉

〈最大値採用の原則〉

〈太平洋沿岸西部〉

1.5ｍ



防災講話
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〈最大値採用の原則〉



防災情報の入手方法
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防災講話
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改訂版の概要
◆構成 全５６ページ
地図ページ
（津波・洪水・土砂災害・火山
災害の各ハザードマップ）
情報ページ
(備えと安全対策、備蓄品、
避難施設一覧、防災情報等)
◆大きさ A4判冊子形式

防災講話



 防災情報の入手（51～52ページ）

防災講話
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 防災情報の入手（51～52ページ）

防災情報から確認できます！

防災講話
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 防災情報の入手（51～52ページ）

LINEの「防災情報」

防災講話
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 防災情報の入手（51～52ページ）

（1）防災情報
防災行政無線から放送される情報と同じ避難
情報等が配信されます。
※気象情報は配信されません
（2）その他
その他必要に応じて防災関連情報が配信。

利用方法

下記電話番号へ直接かける（事前登録不要）

050-5865-1569（自動音声）

※配信内容に関するお問い合わせ等は
危機管理室（0144-32-6280）まで

LINEの配信イメージ テレフォンサービス

防災講話
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 防災情報の入手

「FMとまこまい」

83.7MHｚ
「災害時応援における緊急放送に関する協定」令和５年９月

「レディモ」
一般社団法人日本コミュニティ放送協会（JCBA）が運営
全国のコミュニティＦＭが発信している地域情報を同時放送

スマートフォン アプリ

防災講話
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 外国人の防災情報の入手

※やさしい日本語、英語、中国語対応

防災講話
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災害への備え
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防災講話
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室内の備え～家具の配置、固定具合を見直しましょう～

防災講話
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室外の備え～自宅周りの危険箇所をチェック！～

防災講話
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地震が発生したら～慌てず落ち着いて行動しましょう！～

防災講話
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防災講話



指定避難所(学校)の備蓄品
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防災研修会



 避難所と避難場所
◎指定避難所
・避難したあとに自宅に戻れない方が生活する施設

・苫小牧市は、小中学校・高校・大学の48校が指定避難所

・指定避難所には、市で用意した物資が保管されている

◎避難場所
・一時的に災害などの危険から逃れる場所

・学校の2階・3階は津波や洪水の避難場所

その他 津波避難ビルや公園（災害による）など

・避難場所には市で物資は用意していない

防災講話
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指定避難所(学校)にある 備蓄品

【食糧品】
アルファ化米（白米・炊き出しセット）
高齢者用食
保存用ビスケット
水（500ml）
【生活用品】
やかん
哺乳瓶
寝袋
敷きマット
毛布
使い捨てスリッパ
【資機材】
収納用コンテナ
ブルーシート
リヤカー
電話機
防災ラジオ
コードリール
ランタン
乾電池（単１）
常備灯

【資機材】
投光器（ハロゲン）
投光器セット（投光器・バルーン・三脚）
赤外線ヒーター
カセットコンロ
カセットボンベ
カセットガス発電機
ガソリン発電機
間仕切りセット
災害用トイレテント
【衛生用品】
災害用トイレ（段ボール組立式）
災害用トイレ収納袋
生理用品
マスク
プラスチックガウン
使い捨て手袋
消毒液
体温計（非接触型）
洗浄剤・手指用洗浄剤
子供用おむつ
車椅子

防災講話
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【生活必需品】

【感染症対策用品】

※ 細部については、ＨＰをご確認ください。

【食料・飲料水】

主 な 備 蓄 品

防災講話
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【資機材】

※ 細部については、ＨＰをご確認ください。

主 な 備 蓄 品

【生活スペース】

段ボールベッド・テント・毛布・マット

防災講話
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防災講話
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防災講話
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防災講話
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防災講話



災害への備え
＜避難行動要支援者＞
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防災講話



〈見えた課題～渋滞の発生～〉
 国道276号、道道樽前錦岡線、高台地区（緑ヶ
丘公園展望台、桜坂、有珠の沢など）へのアク
セス道路が渋滞
避難困難者（海側
地域の方、高齢者、
体が不自由な方）
が自動車で避難で
きない

可能な方は、徒歩避難へのご協力を!

防災講話
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防災講話

避難行動要支援者支援制度とは

東日本大震災の反省から、平成２５年に災害対策基本法が
改正され、高齢者や障がいのある方、妊産婦、乳幼児、
外国人など特に配慮を要する方（要配慮者）のうち、
災害発生時に自分ひとりで移動したり、情報を得たりする
ことが難しく災害が起きたときに手助けが必要な方を

「避難行動要支援者」といい、
その避難行動要支援者を、同じ町内会の班など
身近な地域の方たちで支える仕組みが、

「避難行動要支援者支援制度」です
33



防災講話

避難行動要支援者支援制度の対象者

①介護保険の要介護３以上の在宅での生活者

②身体障がい者（１・２級）

③知的障がい者（療育手帳Ａ）

④その他希望者

・一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯

・民生委員や町内会、福祉専門職（ケアマネージャー等）

などが支援が必要と判断した方
例）要介護２以下の場合でも、歩行困難な方や聴覚・

視覚障がいをお持ちの方など、災害時に支援がないと
避難できない方

34



防災講話

個人情報の提供の同意について

避難行動要支援者名簿には、民生委員や町内
会などの避難支援等関係者へ、個人情報を提
供することについて、
同意した方（同意しますに✔した方）のみ
の情報が掲載されます。
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防災講話

避難行動要支援者名簿の提供

平常時からの名簿情報の提供

本人の同意が得られた場合
①町内会 ②自主防災組織
③民生委員④社会福祉協議会
⑤福祉関係者
地域包括支援センターや
基幹相談支援センター等）
に名簿を提供できる

災害時の名簿情報の提供

本人の同意の有無に関らず
①消防 ②警察
③自衛隊等の救助関係機関
に名簿を提供できる

※町内会に名簿提供を行う場合には、個人情報の取扱いに関する協定
を締結し、名簿を受け取った方には守秘義務を課すとともに、
名簿情報の漏えいの防止をお願いしております。 36



防災講話

地域（町内会）における避難行動要支援者の情報共有体制

市と社会福祉協議会が中心となり、地域の代表者（町内会・民生委員）
や福祉専門職（地域包括支援センター・基幹相談支援センター）と
連携する。
それぞれの立場から要支援者の情報を共有し、優先度を決めて（色分け
をする）平常時から支援する。

社会福祉

協議会

民生委員

基幹相談

支援センター

市

地域包括

支援センター

町内会

自主防災組織
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防災講話

避難行動要支援者名簿（優先度）

赤･･･すでに支援が必要な方（誰かの援助がないと避難できない方）
黄･･･すぐではないが今後心配な方（誰かの誘導があれば一緒に避難できる方）
青･･･比較的元気な方（自分で避難できる方）
黒･･･実態がわからない方（情報が無い方）

番号
支援
計画

優先
(色分け)

氏名 生年月日 性別 住所 単身 夫婦
子

（孫含む）
親 要介護 身体 療育 状況 支援事業所

1 黄色 ○○　○○ 昭和○○年○月○日 ○丁目○番○号 〇 １級
妻疾患あり。車運転可。
脊柱管狭窄症。左膝人工膝関節。喘息ぎみ。

2 黒 ○○　○○ 平成○○年○月○日 ○丁目○番○号 ３級 A
両上下肢に軽度障がい。居宅介護(身体中心)。
生活介護・行動援護・移動支援・日中一時支援・短期
入所等。

緑星の里　サポート

3 ○ 赤 ○○　○○ 昭和○○年○月○日 ○丁目○番○号 〇 １級
足、心臓機能ともに低下。妻も支援は難しい。
ペースメーカーにより急に苦しむ可能性あり。

4 黒 ○○　○○ 昭和○○年○月○日 ○丁目○番○号 情報なし。

5 黒 ○○　○○ 昭和○○年○月○日 ○丁目○番○号 要介護３ ２級 娘夫婦家に来ている?包括システムに情報なし。

6 青 ○○　○○ 昭和○○年○月○日 ○丁目○番○号 〇 １級 本人元気そうな様子。

7 黒 ○○　○○ 平成○○年○月○日 ○丁目○番○号 ２級 A
生活介護・移動支援・短期入所・日中一時支援。
起立保持困難。

緑星の里　サポート

8 黄色 ○○　○○ 昭和○○年○月○日 ○丁目○番○号 要介護２ ２級
片麻痺で杖歩行レベル。一人暮らしだが、隣に家族が
居住。日中に災害があった際、声掛け程度で可。

居宅すまいる

9 黒 ○○　○○ 昭和○○年○月○日 ○丁目○番○号 〇 １級 本人情報はなし。妻は元気な様子。

10 青 ○○　○○ 昭和○○年○月○日 ○丁目○番○号 〇 １級
元気な様子。ペースメーカー。
（車運転している）。先日お会いした時は元気。

11 青 ○○　○○ 昭和○○年○月○日 ○丁目○番○号 同居 A 両親元気（同居?）。

12 青 ○○　○○ 昭和○○年○月○日 ○丁目○番○号 同居 １級
透析利用。母親は体調があまり良くなく、透析日以外
は母親を病院へ送迎。

避難支援等を必要とする事由

38



防災講話

個人避難支援計画の作成

優先度が高い方（赤色や黄色の方）のみ、個別支援計画を作成する

避難支援者は個人を特定するのではなく、
例えば「〇〇町〇丁目の町内会役員」や
「〇〇町〇丁目の区⾧や群⾧」など広い意味
で指定を行っている町内会がございます

39



災害への備え
＜避難確保計画＞

（参考）令和10年度以降に向けて

40
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防災講話

【避難確保計画の作成と訓練の義務】

 洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域内に位置し、地域防災
計画に定められた施設には、洪水・雨水出水・高潮・土砂災害・津波に対する避
難確保計画を作成し、市町村に報告することが義務付けられています。

 また、訓練を実施し、その結果を市町村に報告することが義務付けられています。

○ 避難確保計画の作成
○ 避難訓練の実施

市町村

【ポイント】
既存の非常災害対策計画や消防計画、
学校の危機管理マニュアル等と一体的に
作成することが可能です。

 避難確保計画の報告
 訓練結果の報告

助言・勧告等

施設管理者
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防災講話

避難先の選定における留意点
【立退き避難と屋内安全確保】

【屋内安全確保】
・施設の浸水深より高い階

【立退き避難】
・系列の施設や同種・類似の施設
・市町村が指定する指定緊急避難場所や指定(福祉)避難所
・近隣の安全な場所
・宿泊施設

注意:浸水が継続する間生じる可能性がある支障を許容
できること。
（水、食糧、薬等の備蓄品の確保、電気、ガス、
トイレ等の利用可能か確認）。

 立退き避難は、浸水想定区域等の災害リスクにある場所の施設を離れ、浸水想定
区域外の避難先に避難することであり、避難行動の基本です。

 浸水想定区域等の災害リスクのある場所の施設であっても、浸水深より高い階に
移動することによって、利用者の安全を確保することが可能な場合があります。
こうした施設で、施設内に留まって避難するのが「屋内安全確保」です。
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防災講話

避難先の選定における留意点
【災害の種類に応じた避難先の選定】
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防災講話
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防災講話

 利用者の円滑な避難のためには、防災体制を機能的に組織する必要があります。
 夜間や休日などに迅速に駆けつけられる緊急参集者も決めておくことが重要です。
 職員だけで利用者の避難支援が困難な場合には、地域住民や利用者の家族、地元
の企業等の外部の協力も得て体制を構築しましょう。

職員一人一人が担当する内容を把握し、いざというときに対応できるようにしましょう!

施設における防災体制の例

②情報収集や伝達を担当する
「情報連絡班」

③利用者の避難支援を担当する
「避難誘導班」

④避難に必要な設備や装備品等を
点検し準備する「装備品等準備班」

①全体を指揮する
「統括指揮者」

非常口



訓練種類 立退き避難訓練 屋内安全確保訓練

訓練
イメージ

施設内移動 ⇒ 車両への移動、徒歩⇒
避難先（利用者の支援）

施設上階への移動（階段・エレベーター）⇒
上階での利用者の支援

避難訓練の種類
【立退き避難、屋内安全確保】

46

 利用者を避難先に移動させる訓練としては、立退き避難訓練と屋内安全確保訓練
があります。

 立退き避難訓練は、施設外の避難先に利用者を移動させる訓練です。
 屋内安全確保訓練は、施設の上階などに利用者を移動させる訓練です。
 訓練は、職員のみならず、避難支援協力者の参加も得て行うようにしましょう。



 図上訓練は、避難先までの立退き避難訓練や屋内安全確保訓練のシミュレーショ
ンを行う訓練です。情報収集・情報伝達訓練を合わせて行う場合があります。

 情報収集・情報伝達訓練は、避難に必要な防災気象情報や避難情報を収集し、そ
の情報を職員や避難支援協力者等に伝達する訓練です。

 避難経路等の確認訓練は、現地を実際に見て、避難先や避難経路の安全性等につ
いて確認する訓練です。

訓練種類 図上訓練 情報収集・情報伝達訓練 避難経路等の確認訓練

訓練
イメージ

・地図等を活用したイメージ訓練 ・日頃からの気象情報等の確認
・施設内での情報伝達訓練

・避難先までの移動時間の確認
・大雨時における安全性の確認

避難訓練の種類
【図上訓練、情報収集・情報伝達訓練・避難経路等の確認訓練】
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避難訓練の種類
【設備・装備品・備蓄品・持ち出し品等の確認訓練】

 設備・装備品・備蓄品・持ち出し品等の確認訓練は、避難に必要な設備や装備品
の点検や備蓄品の在庫確認、避難先への持ち出し品を準備する訓練です。

訓練の
種類

設備・装備品・備蓄品・
持ち出し品等の確認訓練

訓練
イメージ

・利用者の避難に必要なものを確保
・避難先にて必要なものを確保
・移動しやすい場所にあるかの確認

【参考】避難支援に必要な設備や機材等
〇エレベーターの活用に加え、非常用電源の設置やエレベーターの代替えとなるスロープの設置、階段昇降機の設置、車椅子
等を支援者が持ち上げることも想定した階段幅の確保しましょう。

〇避難及び避難先における支援に必要な装備品や備蓄品を適切に確保しておきましょう。

【参考】屋内安全確保で避難するときの注意点

〇施設内に数日間過ごせる量の食糧や水、薬を備蓄しておきましょう。

〇停電、断水、ガスの供給停止に備え、施設内に数日間過ごすため
の懐中電灯、非常用電源、携帯用トイレ等を備蓄しておきましょう。
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訓練の実施
（実際はどうだった）

なぜ、
そうなった

何をしよう
としていた

次はどう
改善すべきか AAR※

 避難訓練は、毎年実施することが重要です。
 また、訓練結果は市町村に報告する必要があります。
 訓練終了後には、参加者により訓練の振り返り（AAR※）を実施し、必要に応じ
て避難確保計画を見直すとともに、避難体制の改善につなげるようにしましょう。

 訓練結果の振り返りを適切に実施するためには、あらかじめ訓練の目的と目標を
決めておくことが重要です。

避難訓練における留意点

目標の設定が
重要です。
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※AAR（After Action Review）とは、訓練で明らかになった
失敗や課題を当事者同士で議論し、次への改善や教訓と
して組織の災害対応に活かす「ふりかえり」です。

１．何をしようとしていた？
２．実際はどうだった？
３．なぜそうなった？
４．次はどう改善すべきか？

＜振り返り（AAR）のイメージ＞

５分程度でできるので、
是非、やってみましょう。
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ま と め

●苫小牧には様々な自然災害の可能性があります。自宅や職場で
どのような災害の可能性があるのかを知り、その時にどんな行動
をとればよいのか、日ごろから備えておくことが大切です。

●特に津波対応では市として多くの課題が見つかり、皆さんも、
課題があったと感じている方もいると思います。

●津波災害時などでは、市役所職員は避難所などに行けない可能
性があります。

●避難所では、要支援者等の援助など、皆様の助けが必要です。
（できる範囲でのご協力をお願いします）

防災講話

～本日の講話が皆様の防災力向上につながれば幸いです～

ご清聴ありがとうございました


